
政
令
第
三
百
二
十
九
号

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
分
及
び
平
成
二
十
四

年
度
分
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
二
十
三
年
度
分
の
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市

町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
新
令
第
六
条
第
一
項
中
「
毎
年
度
、
当
該
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五



日
ま
で
に
」
と
、
新
令
第
七
条
中
「
毎
年
度
、
当
該
年
の
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
に
」
と
す
る
。



理

由

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
方
法
の
特
例
を
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
延
長
す
る
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。


